
１４時００分から

１． 開　会

２． 審議事項

議題１
・

(資料１)

議題２

・

(資料２－１)

・

(資料２－２)

３． その他

４． 閉　会

令和５年１０月１７日
厚生労働省　専用14会議室

薬事･食品衛生審議会 薬事分科会

令和５年度　第１回毒物劇物部会

議事次第

　劇物からの除外について
１-(３-クロロ-４,５,６,７-テトラヒドロピラゾロ[１,５-a ]ピリジン-２-イ
ル)-５-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-１Ｈ -ピラゾール-４-カルボニ
トリル（別名シクロピラニル）及びこれを含有する製剤

２-イソプロピル-４-メチルピリミジル-６-ジエチルチオホスフエイト
（別名ダイアジノン）を、マイクロカプセル製剤として30％以下含有
する製剤

４-クロロ-２-フルオロ-５-[(RS )-(２,２,２-トリフルオロエチル)スル
フィニル]フェニル ５-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル
（別名フルペンチオフェノックス）及びこれを含有する製剤

　劇物の指定について


